
令和７年度　新潟県の新エネルギー等の導入に関する支援制度一覧
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新潟県

再生可能エネル
ギー設備導入
促進事業補助

金

△
蓄
電
池
の
み

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

自家消費を目的とした再生可能エネル
ギー発電設備、蓄電池設備の導入
・対象
新潟県内に事業所を置く法人、団体
（国、地方公共団体を除く。）、個人事業
者または県内に事業所を置く法人を構成
員とする企業体
・補助率
1/3以内　上限500万円（蓄電池のみの
場合は146万円）
（風力発電の場合1/4以内　上限800万
円）

創業・イノベー
ション推進課
新エネルギー
資源開発室
TEL（直通）

025-280-5257

https://www.pref.ni
igata.lg.jp/sec/sog
yosuishin/1356915

935143.html

新潟県

地域循環型再
生可能エネル
ギー等形成促
進事業補助金

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

県内企業による再生可能エネルギー等
分野産業への参入及び設備導入に向け
た取組
・対象
県内に主たる事業所を有する企業又は
団体、及び県内に主たる事業所を有する
企業又は団体を申請主体とする事業体
・補助率
1/2以内　上限500万円

創業・イノベー
ション推進課
新エネルギー
資源開発室
TEL（直通）

025-280-5257

https://www.pref.ni
igata.lg.jp/sec/sog
yosuishin/chiikijunk

anenekeisei.html

団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者 支援制度の概要

ホームページ

新エネルギー
革新的エネルギー

高度利用技術 省
エ
ネ
機
器

そ
の
他

自
治
体

企
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

個
人
等

手
法

（
※
１

）

担当部署
条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者 支援制度の概要

ホームページ

新エネルギー
革新的エネルギー

高度利用技術
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エ
ネ
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器

そ
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他
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Ｎ
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担当部署
条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

新潟県
新潟県雪国型
ZEH 等導入促

進補助金
○ ○ ○ 1

○補助金の交付対象者
・県内で雪国型ZEHの基準を満たす住宅
を新築等する者
・県内で住宅に新たに地中熱利用設備を
設置する者

○補助率・補助上限額等
【太陽光発電設備】
　補助率等　7万円/kW（定額）（1,000円
未満切り捨て）
　補助上限額　31.5万円（4.5kW相当分）
※再生可能エネルギー電気の利用の促
進に関する特別措置法（平成23年法律
第108号）に​基づくFIT制度またはFIP制
度の認定を取得しないものが対象。

【地中熱設備】
　補助率等　3分の2（1,000円未満切り捨
て）	
　補助上限額　150万円

環境政策課
カーボンゼロ推

進室
TEL025-280-

5642
(直通）

https://niigata-
2050-

zerocarbon.jp/zeh/

新潟県

みどりの食料シ
ステム戦略推進
交付金(バイオ

マスの地産地消
（整備事業）)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

【事業内容】
バイオマスを活用したグリーン社会の実
現に向けて、バイオマス利活用に必要な
施設整備を支援
【事業実施主体】
地方公共団体又は民間団体等
【交付率】
事業費の1/2以内

地域農政推進
課

経営構造対策
係

TEL（直通）
025-280-5293

https://www.maff.g
o.jp/j/kanbo/kanky
o/seisaku/midori/
midori_kouhukin/R7
_midori_kouhukin.ht

ml

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/midori_kouhukin/R7_midori_kouhukin.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/midori_kouhukin/R7_midori_kouhukin.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/midori_kouhukin/R7_midori_kouhukin.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/midori_kouhukin/R7_midori_kouhukin.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/midori_kouhukin/R7_midori_kouhukin.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/midori_kouhukin/R7_midori_kouhukin.html
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者 支援制度の概要

ホームページ

新エネルギー
革新的エネルギー

高度利用技術
省
エ
ネ
機
器

そ
の
他

自
治
体

企
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

個
人
等

手
法

（
※
１

）

担当部署
条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

新潟県

新潟県農林水
産業総合振興
事業（再生可能
エネルギー利活

用促進）

○ ○ ○ ○ ○ 1

【事業内容】
再生可能エネルギーを活用した農林水
産物生産等のための施設及びリース用
機械の導入を支援
【事業実施主体】
市町村、農地所有適格法人、農林漁業
者の組織する団体、等
【補助率】
・施設整備（補助）
一般地域4.5/10以内、中山間地域5/10
以内
・機械整備（リース）
一般地域3/10以内、中山間地域1/3以
内
　

地域農政推進
課経営構造対

策係
TEL（直通）

025-280-5293

http://www.pref.nii
gata.lg.jp/chiikinose
i/1239825711339.h

tml

新潟県

農山漁村振興
交付金

（農山漁村イノ
ベーション対策）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1

・農業農村活性化のために整備された施
設等に対し、太陽光、風力、水力、バイ
オマス等の自然エネルギー供給施設、
地域活性化に資する給電施設等の整備
を支援
【補助率】
・1/2ほか（国）
【要件】
・農業振興地域内の区域又はこれと一体
的に整備することが適当と認められる区
域。
・施設整備による温室効果ガス排出量の
削減目標を設定すること。
・農林水産物の加工、流通、販売等のた
めに必要な施設と一体的に整備するこ
と。

地域農政推進
課

中山間地域活
性化推進係
ＴＥＬ（直通）

025-280-5979

http://www.maff.go
.jp/j/nousin/koury
u/shinko_kouhukin.

html

http://www.pref.niigata.lg.jp/chiikinosei/1239825711339.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/chiikinosei/1239825711339.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/chiikinosei/1239825711339.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/chiikinosei/1239825711339.html
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/shinko_kouhukin.html
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/shinko_kouhukin.html
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/shinko_kouhukin.html
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/shinko_kouhukin.html
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担当部署
条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

新潟県

農山漁村地域
整備交付金

【農村集落基盤
再編・整備事

業】

○ ○ ○ ○ ○ 1

・農林水産省に係る助成又は融資の対
象となっている施設に再生可能エネル
ギーを共有する施設の整備を支援
【補助率】
・1/2（国）
【要件】
・農業振興地域（これと一体的に整備す
ることを相当とする農業振興地域以外の
区域を含む。）を対象としていること。
・農業生産基盤整備事業と一体的に実
施する事業であること。（発電施設の単
独整備は不可）
・農村集落基盤再編・整備事業計画が策
定されていること。

農村環境課
農村整備係
TEL（直通）

025-280-5370

http://www.maff.go
.jp/j/study/other/
e_mura/oomori/n-

koufukin.html

新潟県

農山漁村地域
整備交付金

【地域用水環境
整備事業】

○ ○ 1

・農業水利施設の包蔵水力を活用した小
水力発電のための施設整備を支援
【補助率】
・1/2（国）
【要件】
・土地改良施設等の維持管理費の節減
が見込まれるものとして、以下に該当す
ること。
　次に掲げる施設を対象に電力を供給す
る小水力発電施設であること。
　(a)土地改良施設等であって土地改良
区等が管理する施設。
　(b)農業農村振興に資する公的施設（発
電事業主体が都道府県及び市町村の場
合に限る。）
・事業により整備した施設の適正な維持
管理が行われること。
・整備する施設の費用が以下を満足する
こと。
[建設費×発電事業者費用負担率]÷[年
間買電収入－年間維持管理費]≦総合
耐用年数×１／２

農村環境課
農村整備係
TEL（直通）

025-280-5370

http://www.maff.go
.jp/j/study/other/
e_mura/oomori/n-

koufukin.html

http://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.html
http://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.html
http://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.html
http://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.html
http://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.html
http://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.html
http://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.html
http://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/oomori/n-koufukin.html
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者 支援制度の概要
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担当部署
条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

新潟県
農村地域小水
力発電等導入
促進事業費

○ ○ 1

・農業水利施設を活用した小水力発電再
生可能エネルギーの導入に必要な調査・
検討及び計画策定を支援。
【補助率】
・定額（国100%）

農村環境課
農村整備係
TEL（直通）

025-280-5370

https://www.maff.g
o.jp/j/nousin/soum
u/yosan/R3_hojyo/
attach/pdf/R3_hojy

o-86.pdf

※１　1：補助金、2：融資、3：税制、4：その他
※２　ソーラーシステムとは太陽熱を利用して冷暖房や給湯を行うシステムのことで集熱器と蓄熱槽が分離しているもの
※３　太陽熱温水器とはソーラーシステムと違い集熱器と蓄熱槽が一体となっているもの


